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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については存在株式が存在しないため記載しており

ません。 

３．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

  

回次 
第102期 

第１四半期連結 
累計(会計)期間 

第101期 

会計期間 
自平成20年４月１日 
至平成20年６月30日 

自平成19年４月１日 
至平成20年３月31日 

売上高（百万円） 11,497 44,193 

経常利益（百万円） 1,325 5,339 

四半期（当期）純利益（百万円） 723 3,277 

純資産額（百万円） 19,171 18,687 

総資産額（百万円） 58,662 58,677 

１株当たり純資産額（円） 324.22 317.25 

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 12.58 56.96 

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額

（円） 
－ － 

自己資本比率（％） 31.8 31.1 

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
2,193 8,225 

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△1,062 △9,611 

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
△1,143 3,138 

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（百万円） 5,315 5,498 

従業員数（人） 765 733 



２【事業の内容】 

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。  

  

  

  

  

３【関係会社の状況】 

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。  

  

  

  

  

４【従業員の状況】 

（１）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であります。 

（２）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であります。 

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 765   

平成20年６月30日現在

従業員数（人） 591   



第２【事業の状況】 

１【生産、受注及び販売の状況】 

（１）生産実績 

 当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （注）１ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２ 金額は、基本的に販売価格によっておりますが、その他事業の化学工業用設備製作の金額は、当期の製造費

用によっております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（２）受注状況 

 当第１四半期連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 その他事業以外については、見込み生産を行っております。 

 （注）１ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（３）販売実績 

 当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （注）１ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２【経営上の重要な契約等】 

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

事業の種類別セグメントの名称 生産高（百万円） 

基礎化学品事業 1,880 

精密化学品事業 6,895 

その他事業 1,200 

合計 9,976 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（百万円） 受注残高（百万円） 

その他事業 778 1,709 

事業の種類別セグメントの名称 販売高（百万円） 

基礎化学品事業 2,855 

精密化学品事業 7,614 

その他事業 1,027 

合計 11,497 



３【財政状態及び経営成績の分析】 

（１）業績の状況  

当第１四半期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を背景とした金融不安や、原燃料価

格の高騰による諸物価の上昇が続き企業収益は減少に転じ、設備投資や内需の伸びが鈍化するなど、

先行きの不透明感を強めながら推移しました。 

 化学工業におきましても、輸出や生産に弱い動きも見られ、原油価格の上昇に伴う原燃料価格の高

騰によりコスト面では更に厳しい状況にありました。 

 このような情勢下におきまして、当社グループは、「チャレンジ５００」をキーワードとした中期

経営計画の２年目にあたり、積極的な設備投資によるフッ素系製品の拡販と業務全般にわたるコスト

ダウンの徹底により収益力を強化するとともに、当社の強みであるフッ素関連技術を活かした新規製

品の開発に取り組んでまいりました。 

 この結果、当第１四半期の売上高は、基礎化学品事業部門が、価格修正効果はあったものの一部製

品の撤退により減収となりましたが、精密化学品事業部門のうちフッ素系製品が、半導体・液晶向け

の需要に支えられ販売数量が伸展したため、114億97百万円となりました。損益につきましては、経

常利益は13億25百万円、四半期純利益は7億23百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメント別の概況は、次のとおりであります。 

①基礎化学品事業部門 

(無機製品) 

 か性ソーダは、価格修正効果により前年同期に比べ増収になりましたが、塩酸は、数量の減少に

より前年同期に比べ減収となりました。 

(有機製品) 

 トリクロールエチレン及びパークロールエチレンは、販売数量の増加と価格修正効果により前年

同期に比べ増収となりました。その他有機製品は、シクロヘキサン、シクロヘキサノンは原燃料価

格高騰による値上げにより増加したものの、シクロヘキシルアミン等一部製品の販売を終了したた

め、前年同期に比べ減収となりました。 

 以上の結果、基礎化学品事業部門の売上高は、28億55百万円となり、前年同期に比べ減収となり

ました。 

②精密化学品事業部門 

(鉄系製品) 

 キャリヤーは、販売数量の増加により、前年同期に比べ増収となりました。鉄酸化物は、道路用

建材、着色剤が増加したため、前年同期に比べ増収となりました。 

(フッ素系製品) 

 半導体・液晶用特殊ガス類については、三フッ化窒素および六フッ化硫黄は、半導体や液晶向け

の需要に支えられ販売数量が増加し、前年同期に比べ増収となりました。エッチングガスであるヘ

キサフルオロ-1,3-ブタジエンは半導体の微細化を受け需要が拡大し、前年同期に比べ増収となり

ました。六フッ化タングステンも、需要の増加により前年同期に比べ増収となりました。また、電

池材料の六フッ化リン酸リチウムは前年同期並みの売上でしたが、電池の添加剤のフルオロエチレ

ンカーボネートは、前年同期に比べ減収となりました。 

 以上の結果、精密化学品事業部門の売上高は、76億14百万円となり、前年同期に比べ増収となり

ました。 

③その他事業部門 

 化学および一般産業用プラント建設は、前年同期に比べ増収となりました。 

以上の結果、その他事業部門の売上高は、10億27百万円となり、前年同期に比べ増収となりまし

た。 

  



 所在地別セグメント別の概況は、次のとおりであります。 

①日本 

国内の売上高は、関東電化工業㈱の売上増により、前年同期に比べ増収となりました。 

②アジア 

アジアの売上高は、海外現地法人の売上増により、前年同期に比べ増収となりました。 

（２）キャッシュ・フローの状況  

当第1四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年

度末に比べ183百万円減少し、当第1四半期連結会計期間末には5,315百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の増加は、2,193百万円なりました。これは主に仕入債務の増加および 

その他流動負債が増加したこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の減少は、1,062百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による

ものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の減少は、1,143百万円となりました。これは主に、借入金の返済によるもので

あります。 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題  

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社および連結子会社）の対処すべき課題に

重要な変更および新たに生じた課題はありません。 

  

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その

内容（会社法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりであります。 

①基本方針の内容 

当社は、経営方針として、「会社の永遠の発展を追求し、適正な利益を確保することにより、株

主、ユーザー、従業員と共に繁栄する企業を目指して豊かな社会づくりに貢献する。これを実現する

ために、当社独自の技術と心のこもったサービスでユーザーの期待に応え、誠意・創造性・迅速な対

応・自然との調和をモットーに信頼される関東電化を築き上げる。」ことを掲げております。つま

り、当社は、「企業価値を高めるとともに豊かな社会づくりに貢献する」ことを企業目標にしてお

り、規模は大きくなくとも、今後も社会的に有用な存在でありつづけたいと考えております。また、

当社取締役会は、このような経営方針に則って経営することが、株主の皆様にとっても最善であると

考えております。 

 当社が上記の企業目標を実現するためには、地道な研究活動から生み出される「当社独自の技術」

が必要であり、その土台として、「人を大切にする企業風土」と「まじめで誠実な従業員」が不可欠

であると考えます。また、当社は、もの作りの会社として渋川と水島に工場を有しておりますが、周

辺地域の住民の方々のご理解とご支援なしには「当社独自の技術」を活かすことはできません。さら

に、長年お取引をいただいている会社を中心にユーザーの皆様が当社製品を利用し、社会的に有用な

製品を製造・販売されております。このように、当社の企業目標の実現については、さまざまなステ

ークホルダーの皆様に支えられております。当社取締役会といたしましては、「当社の財務および事

業の方針の決定を支配する者」は、上記の企業目標を理解し、ステークホルダーの皆様と良好な関係

を築くことができる者であることが好ましいと考えております。 

 他方、株主の皆様におかれましては、企業活動に必要な資金を提供していただくとともに、議決権

の行使によって、当社取締役を選任していただいております。また、当社は、公開会社として当社株

式の自由な売買を認めております。従いまして、「当社の財務および事業の方針の決定を支配する

者」を誰にするかは、最終的には株主の皆様のご意向が反映されるべきものと考えます。そして、そ

の判断のためには、大規模買付行為に関する十分な情報と検討する時間が必要と考えます。 

 従って、株主の皆様が判断するための十分な情報と時間を提供しない「大規模買付者」は、「当社

の財務および事業の方針の決定を支配する者」として不適切であると考えます。 



②基本方針に照らして当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み 

当社は、基本方針に照らして当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取組みとして、平成18年6月29日開催の株主総会において、当社株券等の大規模買付行為への対応

方針（買収防衛策）を決定し、「ⅰ事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報

を提供し、ⅱ当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する」という

内容を骨子とした事前の情報提供に関する一定のルール（以下「大規模買付ルール」といいます。)

を定めました。 

 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為

に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することに

より、当社取締役会としての考えを株主の皆様に提示するに留め、原則として当該大規模買付行為に

対する対抗措置はとりません。ただし、当該大規模買付行為が明らかに濫用目的によるものと認めら

れ、その結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社株主全体の利益を著しく損なうと判

断される場合には、取締役の善管注意義務に基づき、当社取締役会は当社株主の皆様の利益を守るた

めに適切と考える方策をとることがあります。 

 大規模買付者により、大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、具体的な買付方法の如何に

かかわらず、当社取締役会は、当社および当社株主全体の利益が損なわれることを防止するために、

新株予約権の発行等、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置をとり、大規模買付行為

に対抗する場合があります。 

③ ②の取組みが基本方針に沿うものであることの理由 

大規模買付ルールは、株主の皆様が「当社の財務および事業の方針の決定を支配する者」を誰にす

るかを判断するための十分な情報と検討する時間を提供しようというものであり、「大規模買付者が

大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったと

しても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、当社取締役

会としての考えを株主の皆様に提示するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は

とりません。」というものであり、その内容は基本方針に沿ったものであります。 

④ ②の取組みが当社株主の共同の利益を損なうものでないことの理由 

大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情

報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、さらには、当社株主の皆様が代替

案の提示を受ける機会を保証することを目的としています。これにより、当社株主の皆様は、十分な

情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのこ

とが当社株主全体の利益の保護につながるものと考えます。従いまして、大規模買付ルールの設定

は、当社株主および投資家の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提となるものであり、当社株主

および投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。 

⑤ ②の取組みが当社役員の地位の維持を目的とするものでないことの理由 

大規模買付ルールは、株主の皆様が「当社の財務および事業の方針の決定を支配する者」を誰にす

るかを判断するための十分な情報と検討する時間を提供しようというものであり、その目的に沿った

内容としています。また、「大規模買付ルールを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がな

されることを防止するための仕組み」として、対抗措置発動の条件を客観化することに加え、当社の

業務執行を行う経営陣から独立している委員からなる特別委員会を設けています。 

 あわせて、取締役の解任決議要件は会社法の規定どおり普通決議とするほか、取締役の任期を１年

とし、株主の経営に対するチェック機能を強化しています。 

（４）研究開発活動  

当第１四半期連結会計期間の研究開発活動の金額は、263百万円であります。 

なお、当第１四半期連結会計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

  

  

  



第３【設備の状況】 

（１）主要な設備の状況 

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

（２）設備の新設、除却等の計画 

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の拡充についての変

更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、回収、除却、売却等の計画はあり

ません。 

  

  

  

  

  



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（２）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

（３）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（５）【大株主の状況】 

当第１四半期会計期間において、株式会社損害保険ジャパン及びその共同保有者である損保ジャパ

ン・アセットマネジメント株式会社から平成20年７月７日付の大量保有報告書の変更報告書の写しの

送付があり、平成20年６月30日付現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けて

おりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実質所有株式数の確認ができませ

ん。 

  

  

  

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 200,000,000 

計 200,000,000 

種類 
第１四半期会計期間末 
現在発行数（株） 

（平成20年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成20年８月14日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 57,546,050 57,546,050 
東京証券取引所 

市場第一部 
― 

計 57,546,050 57,546,050 ― ― 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（千株） 

発行済株式総
数残高 

（千株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成20年６月30日 －  57,546 －  2,877 －  1,524 

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 

（株） 
株券等保有割合 

（％） 

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿一丁目26番１号  1,200,000 2.09 

損保ジャパン・アセットマネジメ

ント株式会社  
東京都千代田区大手町一丁目５番４号  9,000 0.02 



（６）【議決権の状況】 

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できな

いため、記載することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿に

よる記載をしております。 

①【発行済株式】 

 （注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が9,000株（議決権９個）

含まれております。 

２．単元未満株式には当社所有の自己株式188株が含まれております。 

②【自己株式等】 

  

２【株価の推移】 

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

  

  

  

平成20年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － －  － 

議決権制限株式（自己株式等） － －  － 

議決権制限株式（その他） － －  － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

 普通株式     13,000 
－  － 

完全議決権株式（その他）  普通株式  57,492,000 57,492  － 

単元未満株式  普通株式    41,050 － 
 １単元（1,000株） 

 未満の株式 

発行済株式総数 57,546,050 － － 

総株主の議決権 － 57,492 － 

平成20年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義 

所有株式数 
（株） 

他人名義 
所有株式数 
（株） 

所有株式数 
の合計 
（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％) 

（自己保有株式） 

関東電化工業株式会社 

東京都千代田区 

丸の内一丁目２番１号  
13,000 － 13,000 0.02 

計 － 13,000 － 13,000 0.02 

月別 
平成20年 
４月 

５月 ６月 

最高（円） 603 617 748 

最低（円） 532 525 563 



第５【経理の状況】 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から

平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受け

ております。 

 なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査法人から

名称変更しております。 



１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,540 4,723 

受取手形及び売掛金 12,402 12,328 

製品 2,336 2,336 

原材料 1,299 1,432 

仕掛品 2,762 2,356 

貯蔵品 356 284 

その他 1,224 2,470 

貸倒引当金 △31 △32 

流動資産合計 25,891 25,899 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  6,831 ※1  6,858 

機械装置及び運搬具（純額） ※1  11,461 ※1  12,001 

その他（純額） ※1  6,569 ※1  6,105 

有形固定資産合計 24,862 24,965 

無形固定資産 594 589 

投資その他の資産   

投資有価証券 5,857 5,704 

その他 1,467 1,528 

貸倒引当金 △11 △9 

投資その他の資産合計 7,313 7,223 

固定資産合計 32,770 32,778 

資産合計 58,662 58,677 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,690 7,695 

短期借入金 8,139 8,203 

1年内返済予定の長期借入金 3,972 3,824 

未払法人税等 570 1,073 

その他 3,849 2,926 

流動負債合計 24,224 23,722 

固定負債   

長期借入金 12,589 13,535 

退職給付引当金 1,864 1,866 

役員退職慰労引当金 109 107 

その他 703 758 

固定負債合計 15,266 16,268 

負債合計 39,490 39,990 



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,877 2,877 

資本剰余金 1,614 1,614 

利益剰余金 13,329 12,836 

自己株式 △6 △6 

株主資本合計 17,815 17,321 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 941 858 

繰延ヘッジ損益 △0 0 

為替換算調整勘定 △103 72 

評価・換算差額等合計 837 930 

少数株主持分 518 434 

純資産合計 19,171 18,687 

負債純資産合計 58,662 58,677 



（２）【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日） 

売上高 11,497 

売上原価 8,459 

売上総利益 3,038 

販売費及び一般管理費 ※1  1,648 

営業利益 1,389 

営業外収益  

受取利息 4 

受取配当金 65 

その他 45 

営業外収益合計 114 

営業外費用  

支払利息 124 

その他 55 

営業外費用合計 179 

経常利益 1,325 

特別損失  

固定資産除却損 30 

特別損失合計 30 

税金等調整前四半期純利益 1,294 

法人税等 ※2  462 

少数株主利益 108 

四半期純利益 723 



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 1,294 

減価償却費 1,341 

受取利息及び受取配当金 △69 

支払利息 124 

固定資産除却損 30 

売上債権の増減額（△は増加） △234 

たな卸資産の増減額（△は増加） △490 

仕入債務の増減額（△は減少） 324 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 209 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 797 

その他 △134 

小計 3,194 

利息及び配当金の受取額 69 

利息の支払額 △130 

法人税等の支払額 △939 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,193 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △987 

その他 △75 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,062 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △63 

長期借入金の返済による支出 △798 

配当金の支払額 △229 

少数株主への配当金の支払額 △13 

その他 △37 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,143 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △171 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △183 

現金及び現金同等物の期首残高 5,498 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  5,315 



【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１．会計処理基準に関する事

項の変更 

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法 

の変更 

たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資

産については、従来、主として月別移

動平均法による原価法によっておりま

したが、当第１四半期連結会計期間よ

り「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号 平成18年

７月５日）が適用されたことに伴い、

主として月別移動平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）によ

り算定しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及

び税金等調整前四半期純利益は、それ

ぞれ48百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 

（２）「連結財務諸表作成における在外子

会社の会計処理に関する当面の取扱い」

の適用  

 当第１四半期連結会計期間より、

「連結財務諸表作成における在外子会

社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月

17日）を適用しております。 

 なお、これによる損益に与える影響

はありません。 

 



  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

  （３）リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、従来、賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成

５年６月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正））及び

「リース取引に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第16号

（平成６年１月18日（日本公認会計士

協会 会計制度委員会）、平成19年３

月30日改正））が平成20年４月１日以

後開始する連結会計年度に係る四半期

連結財務諸表から適用することができ

ることになったことに伴い、当第１四

半期連結会計期間からこれらの会計基

準等を適用し、通常の売買取引に係る

会計処理によっております。また、所

有権移転外ファイナンス・リース取引

に係るリース資産の減価償却の方法に

ついては、リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額法を採用

しております。 

 なお、これによる損益に与える影響

はありません。 

 また、リース取引開始日が適用初年

度開始前の所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

を引き続き採用しております。 



【簡便な会計処理】 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

【注記事項】 

（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  
  
  

当第１四半期連結会計期間  
（自 平成20年４月１日  
 至 平成20年６月30日） 

１．棚卸資産の評価方法  棚卸資産の簿価切下げについては、収益

性の低下が明らかなものについてのみ正味

売却価格を見積もり、簿価切下げを行う方

法によっております。 

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

１．税金費用の計算  当連結会計年度の税引前当期純利益に対

する税効果会計適用後の実効税率を合理的

に見積り、税引前四半期純利益に当該見積

実効税率を乗じて計算しております。 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額    44,058百万円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額   42,769百万円 

２ 受取手形割引高             397百万円 ２ 受取手形割引高            248百万円 

 ３ 手形債権信託契約に基づく債権譲渡高 520百万円  ３ 手形債権信託契約に基づく債権譲渡高 613百万円 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は   

次のとおりであります。  

※２ 法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しており

ます。  

発送諸掛 541百万円

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年６月30日現在） 

 （百万円）

現金及び預金勘定 5,540

預入期間が３か月を超える定期預金 △224

現金及び現金同等物 5,315



（株主資本等関係） 

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 

平成20年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

２．自己株式の種類及び株式数 

３．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

４．配当に関する事項 

   配当金支払額 

普通株式  57,546千株 

普通株式  13千株 

（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資  

平成20年５月27日 

取締役会 
普通株式 230 4  平成20年３月31日  平成20年６月30日 利益剰余金 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１ 事業区分の方法 

当社グループの採用する利益センターによって区分しております。 

２ 事業区分の主要製品 

基礎化学品事業…か性ソーダ、塩酸などの無機製品、トリクロールエチレン、シクロヘキサンなどの有機

製品 

精密化学品事業…三フッ化窒素などのフッ素系製品ならびにキャリヤーなどの鉄系化学関連製品 

その他事業………化学工業用設備の製作 

３ 会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１．（１）に記載のとおり、当

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７

月５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益は精密化

学品事業で16百万円減少し、営業損失は基礎化学品事業で31百万円増加しております。 

  
基礎化学品

事業 
（百万円） 

精密化学品
事業 

（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高 2,855 7,614 1,027 11,497 － 11,497 

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － 280 280 (280) － 

計 2,855 7,614 1,308 11,778 (280) 11,497 

営業利益又は営業損失（△） △34 1,198 186 1,351 38 1,389 



【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア………韓国、台湾 

３ 会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１．（１）に記載のとおり、当

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７

月５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が日本で

48百万円減少しております。 

【海外売上高】 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

（１）アジア：韓国、台湾、中国 

（２）欧米：米国、スペイン、フランス、ベルギー 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 
計 

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高 8,834 2,663 11,497 － 11,497 

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
2,306 17 2,324 (2,324) － 

計 11,141 2,680 13,821 (2,324) 11,497 

営業利益 1,222 153 1,375 13 1,389 

 アジア 欧米 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 4,103 413 4,517 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 11,497 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
35.7 3.6 39.3 



（１株当たり情報） 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注）１株当たり四半期純利益金額の算定上の基準は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

２【その他】 

 該当事項はありません。 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 324.22円 １株当たり純資産額 317.25円

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり四半期純利益金額 12.58円

  
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

四半期純利益（百万円） 723 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － 

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 723 

期中平均株式数（千株） 57,532 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



 独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成20年８月14日

関東電化工業株式会社 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員  公認会計士 原  真志  印 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員  公認会計士 米村 仁志  印 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員  公認会計士 小此木 雅博  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている関東電化工業株

式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から

平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半

期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、関東電化工業株式会社及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

    ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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